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研究成果の概要（和文）：現在の行政訴訟制度には憲法で要請された包括的で実効的な権利

保護の観点から不備があることから、これを改善することを目的として、平成 16 年に改

正された現行行政事件訴訟法の解釈論を展開するとともに、現在検討されている同法の再

度の改正を見据えて、あるべき行政訴訟制度を実現するための立法論を構築することを試

みた。あわせて、これらの検討にあたって示唆を得るため、フランス法及びドイツ法につ

いての比較法的研究を行った。 
 
研究成果の概要（英文）：The actual system of administrative litigation in Japan is not 
sufficient for the comprehensive and effective protection of citizens’ rights. To improve this 
situation, I have tried to construct a new interpretation of the Administration Case 
Litigation Act and to elaborate a plan for the revision of this Act. To get suggestions for this 
inquiry, I have also studied French and German law. 
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1． 研究開始当初の背景 
 
(1) 平成 16 年改正以前の行政事件訴訟（及
び同法に関する判例）については、大きく、
次の 2つの問題を指摘することが可能であっ
た。 

第一に、同法は行政の行為形式として主と
して行政処分（行政行為）を念頭に置き、そ
れに応じた訴訟類型を用意していたことで

ある。その後の行政法理論の展開（特に行政
過程論）により、行政は行政処分以外の様々
な手法（行政立法、行政契約、行政計画、行
政指導をはじめとする事実行為）を駆使して
成されることが明らかになってきたが、これ
らに対する救済手段は必ずしも十分とはい
えなかった（包括的権利保護の観点からの問
題）。 
第二に、行政訴訟の憲法上の位置付けが曖
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昧だったこともあり、行政訴訟制度が実効的
な権利保護を実現しうるかについては、関心
が必ずしも高くなかった（実効的権利保護の
観点からの問題）。 
 
(2) 行政法理論の展開を踏まえて成された
平成 16 年の行政事件訴訟法改正により、こ
うした状況はかなりの程度改善されたが、な
お次の 2つの視点からの検討が必要と考えら
れる。 

第一に、改正法について解釈論上様々な疑
義があり、上記の問題が解消されたか不明確
なことである。たとえば、行政処分以外の行
為についての受け皿として「公法上の確認訴
訟」の活用が提唱されているが、その訴訟要
件や他の訴訟類型との関係はなお明らかで
はない。 

第二に、条規の改正は基本的に従前の行政
事件訴訟法の体系を受け継いでいるが、公法
私法二元論や公権力概念に基づく現行法体
系については様々な疑問が提起されている
ところである。 
 
２．研究の目的 
 
(1) 本研究は、多様な手法を駆使して行われ
る現代行政の特質に適合し、かつ、国民に包
括的で実効的な権利保護を保障しうるよう
な、新たな行政訴訟体系を構築することを目
的とするものである。 
 
(2) 研究代表者は、日本における行政訴訟制
度に不備があるとの認識に立ち、これを打開
するために、フランス法及びドイツ法に関す
る比較法的考察を交えつつ、行政訴訟に関す
る基礎理論を再検討する作業を行ってきた
（村上裕章『行政訴訟の基礎理論』（有斐閣、
2007 年）など）。 
 本研究は、その成果を踏まえ、将来のある
べき行政訴訟体系の構築を積極的に目指そ
うとするものである。 
 
(3) 本研究の基本的な着眼点は次の2点であ
る。 
 第一に、新たな行政訴訟体系は、行政処分
以外の様々な行政手法を駆使して行われる
現代行政の特質に適合したものでなければ
ならない。 
 第二に、それは、国民に対して包括的で実
効的な権利保護を保障するものでなければ
ならない。 
 
３．研究の方法 
 
(1) 本研究は、具体的には、次の 3 つの柱か
ら構成される。 
 第一に、平成 16 年に行政事件訴訟法の抜

本的な改正が行われたことから、現行法の枠
内で上記目的を実現するためにふさわしい
解釈論を探求することである（解釈論的検
討）。 
 第二に、より根本的に、上記目的を達成す
る上でいかなる行政訴訟体系が望ましいか
を、立法論的に検討することである（立法論
的検討）。 
 第三に、以上の研究に対する示唆を得るた
めに、諸外国における行政訴訟制度の実情を
検討することである（比較法的検討）。 
 
(2) 本研究の二つの主要な課題（解釈論的検
討及び立法論的検討）については、基本的に
並行して研究を進めることとする。ただし、
研究機関の前半では解釈論的検討に、後半で
は立法論的検討に重点を置く。 
 
(3) 解釈論的検討においては、現行法の抱え
る様々な問題点のうち、包括的権利保護の観
点から、各訴訟類型の役割分担を中心に考察
を加える。具体的には、特に、公法上の当事
者訴訟と抗告訴訟の関係が問題となる。また、
実効的権利保護の観点からは、執行停止や仮
の義務付け及び仮の差止めの要件が検討の
対象となる。 
 
(4) 立法論的検討においては、平成 16 年改
正の立案過程において提唱された様々な考
え方（是正訴訟、出訴強制を伴わない取消訴
訟等）を手がかりに、外国法制も参考としつ
つ、あるべき行政訴訟の体系を構想する。い
わゆる国民訴訟（住民訴訟の全国版）や団体
訴訟に関する立法論の検討もここに含まれ
る。 
 
４．研究成果 
 
(1) 解釈論的検討 
平成 16 年改正によって、行政事件訴訟法

に 9 条 2 項が新設され、考慮事項を明示する
ことによって、原告適格を実質的に拡大する
ことが求められている。そこで、原告適格に
関する最高裁の判例を中心に検討し、小田急
訴訟上告審判決が改正の趣旨にそった判例
の展開をうかがわせたものの、その後の判例
において改正とは逆行する動きがあること
を指摘し、包括的で実効的な権利保護の観点
からあるべき解釈論を提示した（雑誌論文
④）。 
 平成 16 年改正では、従来の取消訴訟中心
主義を脱して、訴訟類型の多様化が図られ、
義務付け訴訟及び差止訴訟が明文で規定さ
れるとともに、公法上の確認訴訟の活用が提
言された。そこで、これらの訴訟類型につい
て、下級審裁判例を含めて包括的な検討を行
い、いくつかの重要論点に即して、改正の趣



 

 

旨に合致した解釈を行うべきことを主張し
た（雑誌論文⑩）。 
 特に、公法上の確認訴訟については不明確
な点が多く残されている。そこで、民事訴訟
法学の成果を踏まえつつ、これまでに出され
た裁判例を包括的かつ体系的に検討し、訴訟
要件を明確化することを試みた（図書⑤）。
その後、この点に関する最高裁の重要判例が
現れたことから、当該判決が学界の動向に沿
ったものではなく、いくつかの問題を抱えて
いることを明らかにするとともに、立法論的
な再検討も必要であることを指摘した（雑誌
論文②）。 
 訴訟における本案審理については、近年の
判例において、裁量統制の手法として、いわ
ゆる判断過程の審査が多用されていること
が注目されている。研究代表者はかねてから
この問題に関心をもっていたが、判例の包括
的な検討を行い、判断過程審査の類型、従来
型の実体的審査・手続的審査との相違、判決
の効力などを解明するとともに、今後の課題
を明らかにした（雑誌論文①、③、図書⑧な
ど）。 
 研究代表者は行政情報法にも関心をもっ
ているが、インカメラ審理など、行政情報法
と行政訴訟との交錯領域についても検討を
行い、比較法的検討及び憲法解釈を踏まえた
現行法の解釈論及び立法論を展開した（雑誌
論文⑤、⑨、⑪、学会発表①、図書④、⑦な
ど）。 
 そのほか、下記には挙げていないが、行政
主体間の争訟と法律上の争訟の関係、客観訴
訟の憲法上の位置付けについても、すでに論
文を脱稿しており、近く公刊される予定であ
る。 
 以上のように、解釈論的検討に関しては、
包括的で実効的な権利保護という統一的な
観点から、一定の成果を上げることができた。
これらの研究成果は、行政法の教科書（図書
⑨）や学生向けの解説書（図書②）において
も活用している。 
 
(2) 立法論的検討 

まず、公法上の確認訴訟の活用が提言され
たことにより、抗告訴訟と公法上の当事者訴
訟の関係が改めて問題となっている（図書
⑤）。この問題は近時の最高裁判決によって
ますます顕在化しており、公権力概念に基づ
く現行行政訴訟体系そのものを立法論的に
見直す必要性があることを指摘した（雑誌論
文②）。 

また、団体訴訟や国民訴訟などの活用が提
言されているが、客観訴訟と憲法上の司法権
の関係については様々な議論があり、それが
これらの訴訟を導入する上での支障の一つ
となっているように思われる。近く公刊する
予定の論文では、日本国憲法が想定する司法

権は必ずしも狭隘なものではないことを論
証し、客観訴訟等の創設に関しては、かなり
広範な立法裁量が認められるべきことを主
張している。 
解釈論的検討に比べると、立法論的検討に

ついては必ずしも十分な成果を上げること
ができなかった。 
その理由の一つとして、行政事件訴訟法改

正後、判例が急速な発展を見せており、その
フォローにかなりの時間をとられたことが
挙げられる。 
もう一つの理由は、各行政分野は近年著し

い発展を遂げていることから、その現状を十
分に踏まえて立法論的検討を行うためには、
個人研究には限界があることを改めて認識
するに至ったことである。そこで、平成 25
年度以降、本研究を発展させ、各行政分野に
精通した第一線の研究者を組織して、行政訴
訟制度改革をテーマとした共同研究を実施
する計画を立てており、そのために科学研究
費基盤研究(B)の内定を受けているところで
ある。 
 
(3) 比較法的検討 
 ドイツ法については、在外研究中にお世話
になったマンハイム大学名誉教授シェンケ
先生の古稀記念論文集に寄稿した。この論文
では、ドイツ法と比較した場合の日本の行政
訴訟制度の特色を明らかにするとともに、必
ずしも外国においてよく知られているとは
いえない近年における日本法の展開を、対外
的に発信することができた（図書⑥）。 
 フランス法については、情報をテーマとし
て開催された第 8回日仏法学共同研究集会に
おいて、日本側の主報告（公法セクション）
を担当した。同研究集会では、日本とフラン
スの個人情報保護制度を比較し、救済手段を
含めた類似点と相違点を明らかにする報告
を行い、フランス語の原文とその日本語訳を
公表した（図書④、雑誌⑤）。 
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